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市川三郷町涼み処開放助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、熱中症による健康被害を防止するため、冷暖房を完備した地

域の公民館や集会所を涼み処として開放した者に対し、予算の範囲内で助成金を

交付するものとし、その交付に関しては、市川三郷町補助金等交付規則（平成１

７年市川三郷町規則第２８号）に規定するもののほか、この要綱に定めるところ

による。 

（定義） 

第２条　この要綱において、涼み処の定義は次の各号に全て該当する施設とする。 

（１）　冷房設備が備わっており、開放中に適切な環境が確保できる施設 

（２）　令和８年７月１日から同年９月３０日までの期間において、地域住民の

避暑場所として開放する施設 

（３）　当該施設が所在する地域の自治会等の地縁団体が光熱費等の費用を負担

している施設 

（対象者） 

第３条　この事業の対象者は、次の各号に全て該当する者（以下「助成対象者」と

いう。）とする。 

（１）　市川三郷町内に所在する自治会等の地縁団体の長である者 

（２）　開放する涼み処の光熱費等の費用を負担している者 

（３）　補助を受けようとする施設を涼み処として開放するに当たり、他の制度

による補助等を受けていない者 

（４）　助成対象者及び対象者の属する住民基本台帳上の世帯全員の町税の滞納

がないこと。（分割納付履行中及び分割納付誓約書を提出している場合は町税

滞納がないものとする。） 

（助成対象経費及び助成金の額） 

第４条　この補助金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）及び

助成金の額は、次のとおりとする。 

 

助成対象経費 助成金の額
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涼み処の開放に要した経費： 

涼み処の開放に要した光熱費等 

※助成対象期間： 

令和８年７月１日から同年９月

３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涼み処１箇所ごとに開放した期間が 

 

１.　５日以上１０日未満　 　　１０，

０００円 

２.　１０日以上１５日未満　　　２０，

０００円 

３.　１５日以上２０日未満　　　３０，

０００円 

４.　２０日以上２５日未満　　　４０，

０００円 

５.　２５日以上３０日未満　　　５０，

０００円 

６.　３０日以上３５日未満　　　６０，

０００円 

７.　３５日以上４０日未満　　　７０，

０００円 

８.　４０日以上４５日未満　　　８０，

０００円 

９.　４５日以上５０日未満　　　９０，

０００円 

１０.　５０日以上５５日未満　　１０

０，０００円 

１１.　５５日以上６０日未満　　１１

０，０００円 

１２.　６０日以上６５日未満　　１２

０，０００円 

１３.　６５日以上７０日未満 　 １３

０，０００円 

１４.　７０日以上７５日未満 　 １４
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（助成申請に係る意向確認） 

第５条　この要綱による助成を受けようとする者は、涼み処の開放に先立ち、市川

三郷町涼み処開放助成事業意向確認書（様式第１号）を町長に提出しなければな

らない。 

（助成の申請） 

第６条　この要綱による助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

１０月１０日までに、市川三郷町涼み処開放助成事業申請書（様式第２号。以下

「助成申請書」という。）により、町長に申請しなければならない。 

（助成の決定） 

第７条　町長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合には、当該申請

の内容を審査し、適当と認める場合は、市川三郷町涼み処開放助成事業助成決定

通知書（様式第３号）により、また、適当と認めない場合は、その理由を記した

市川三郷町涼み処開放助成事業助成不承認通知書（様式第４号）により、申請者

に通知するものとする。 

（助成金の支払） 

第８条　町長は、前条に規定する助成の決定をしたときは、精算払により、助成金

を申請者の指定する金融機関の口座に振込の方法により支払うものとする。 

（助成対象者の資格確認） 

第９条　町⾧は、申請者が第２条各号に定める助成対象者の要件を満たしているか

確認するために、住民基本台帳情報等を参照するとともに、必要に応じて関係機

 

０，０００円 

１５.　７５日以上８０日未満 　 １５

０，０００円 

１６.　８０日以上８５日未満 　 １６

０，０００円 

１７.　８５日以上９０日未満 　 １７

０，０００円 

１８.　９０日以上　　　　　　１８０，

０００円
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関へ問い合わせることができるものとする。 

（助成金の返還） 

第１０条　町長は、助成申請者が偽り、その他の不正の手段により助成金の交付を

受けたときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させること

ができる。 

（その他） 

第１１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和８年６月１２日から施行する。 

（失効） 

２　この要綱は、令和９年３月３１日限り、効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き助成が決定された助成金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有

する。


